
 

 

 

 

 

介護・障害福祉サービス事業所及び児童福祉施設等への衛生用品の提供について 

 

 

尼崎市では、介護・障害福祉サービス事業所及び児童福祉施設等（以下「サービス事業所

等」という。）に対して、これまで衛生用品の確保が困難となった新型コロナウイルス感染

症の感染拡大時等において、災害用備蓄マスクや手指消毒用エタノールのほか、市民や市内

企業等からの寄付や兵庫県から送付された衛生用品等を随時提供してきました。 

11 月現在、衛生用品の需給が逼迫していた頃と比べると一定の改善が見られますが、厚

生労働省から今後のさらなる感染拡大に備えた取組として、定期的にマスク等の衛生用品が

本市に届くことになりました。ついては、準備等が整い次第、市内のサービス事業所等に対

して提供します。また、本市が国の優先確保スキームにより購入する手指消毒用エタノール

について、障害福祉サービス事業所等に対して提供します。 

 

 １ 支援内容 

⑴ さらなる感染拡大に備えるための支援(次ページのとおり配付) 

厚生労働省から送付されるマスク（年度内に合計約 98 万８千枚）を、サービス事業所

等に対して提供します。 

また、障害福祉サービス事業所等における手指消毒用エタノールの需要に対応するた

め、手指消毒用エタノールを障害福祉サービス事業所等に対して随時提供します。（介護

サービス事業所等に対しては、兵庫県から随時提供します。） 

⑵ 入手が困難である衛生用品の支援(次ページのとおり配付) 

新型コロナウイルス感染症対策に限らず、サービス事業所等において、日常的に排泄ケ

ア等で必須となる使い捨て手袋の入手が困難であるという現場の意見があること等から、

厚生労働省から送付される使い捨て手袋（年度内に合計約 109 万５千双）を、サービス事

業所等に対して提供します。 

⑶ 感染が発生したサービス事業所等に対しての支援(随時対応中) 

感染者が発生した際にもサービスを継続して行う必要があるサービス事業所等（主に

入所施設や居住系サービス、訪問系サービスを実施する事業所）に対して、感染者が発生

した際に、迅速に衛生用品を提供できるよう、厚生労働省から送付されるマスクやガウン、

フェイスシールド、手袋、ゴーグル、キャップ等の衛生用品を備蓄し、サービスの提供に

支障が生じないよう、サービス事業所等に対して迅速に提供します。 
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 ２ 提供内容 

２⑴に示す厚生労働省から送付されるマスクについては、サービス事業所等において備蓄

しておく必要があること、２⑵に示す厚生労働省から送付される使い捨て手袋については、

入手が困難な状況にあることから、次の数量（予定）を今後、４回程度に分けてサービス事

業所等に提供します。 

サービスの種類(指定事業所等の数 ※1) マスク 使い捨て手袋 

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等 

施設サービス(193) 約 10 万 3 千枚 約 9 万 1 千双 

訪問サービス(508) 約 12 万 4 千枚 約 12 万 3 千双 

通所サービス(691) 約 19 万枚 約 20 万 9 千双 

その他（居宅介護支援等）(348) 約 5 万 2 千枚 約 5 万 2 千双 

小 計(1,740) 約 46 万 9 千枚 約 47 万 5 千双 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等 

居住系サービス(29) 約 2 万枚 約 1 万 7 千双 

訪問系サービス(644) 約 16 万 9 千枚 約 18 万 2 千双 

日中活動系サービス(125) 約 4 万 4 千枚 約 4 万 4 千双 

障害児通所支援(108) 約 4 万 2 千枚 約 4 万 8 千双 

その他（計画相談支援等）(105) 約 1 万 5 千枚 約 1 万 6 千双 

小 計(1,011) 約 29 万枚 約 30 万 7 千双 

児
童
福
祉
施
設
等 

保育施設(182)  約 8 万 2 千枚 約 6 万 7 千双 

放課後児童健全育成事業所等(129) 約 2 万 9 千枚 約 5 万双 

地域子育て支援拠点等(16)  約 2 千枚 約 1 千双 

小 計(327) 約 11 万 3 千枚 約 11 万 8 千双 

本市において備蓄等 ※2 約 11 万 6 千枚 約 19 万 5 千双 

合 計(3,078) 約 98 万 8 千枚 約 109 万 5 千双 

※１ 指定事業所等の数については、令和２年 10 月末現在。 

※２ 令和３年３月に本市に到着予定である衛生用品については、年度内にサービス事業所等

に対して提供することが困難であるため、一時的に本市において備蓄し、感染拡大の状況

や衛生用品の需給状況等を踏まえ、適宜提供していきます。 

以 上   


